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第１　はじめに
　本件は、メタノールに由来する活性種を含むバイ
オガスにより核酸分解処理を行う核酸分解処理装置
に係る発明の進歩性の有無に関する事案である。原
告が、被告ほか１名の有する特許発明（発明の名称

「核酸分解処理装置」。特許第5463378号）につき特許

無効を求めて審判請求をしたところ、特許庁は、こ
れを無効2016-800079号事件として審理し、請求項
２ないし４を訂正し、請求項１を削除する等の訂正
を認めた上で、請求項２ないし４に係る発明につい
て審判請求は成り立たない旨の審決をした。原告は、
訂正発明２ないし４に係る審決の判断（進歩性の欠

明細書中の「本発明の要旨を逸脱しない
範囲で、任意に変更可能」の記載の解釈
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